
青森県地方分権推進連盟設置規約

（設 置）
第１条 当面する三位一体の改革を実現し、地方分権を推進するこ

、 （ 「 」とを目的として 青森県地方分権推進連盟 以下 分権推進連盟
という ）を設置する。。

２ 分権推進連盟の主たる事業は、地方分権を推進するためのシン
ポジウム、総決起大会の開催等の諸活動とする。

（組織及び役員）
第２条 分権推進連盟の組織は、青森県議会議長、青森県市議会議
長会会長、青森県町村議会議長会会長、青森県知事、青森県市長
会会長及び青森県町村会会長で構成する。

２ 分権推進連盟の会長は青森県議会議長とし、副会長は青森県市
議会議長会会長及び青森県町村議会議長会会長とする。

３ 会長は、分権推進連盟を代表するものとし、会長が不在の場合
は、副会長がその職務を代理するものとする。

（会 議）
第３条 分権推進連盟の会議は、必要に応じ会長が招集する。

（事務局）
、 。第４条 分権推進連盟の事務局は 青森県議会事務局議事課に置く

（その他）
第５条 その他、分権推進連盟の運営上必要な事項は、構成員の協
議により決定する。

附 則
この規約は、平成１６年１１月１２日から施行する。


